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一 

昭

和

二

十

五

年

三

月

八

日

提

出 

質

問

第

七

五

号 

  

町
村
吏
員
の
超
過
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
五
年
三
月
八
日 

提
出
者 

立 

花 

 

男 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



現
在
自
治
体
職
員
、
特
に
町
村
吏
員
の
給
與
は
、
現
行
六
、
三
〇
七
円
ベ
ー
ス
さ
え
実
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
更
に
町
村 

吏
員
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
て 

一 

超
過
勤
務
が
上
司
の
命
令
に
よ
つ
て
行
わ
れ
、
し
か
も
超
過
勤
務
手
当
の
支
拂
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か 

に
基
準
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
如
何
。 

一 

新
潟
県
佐
渡
郡
金
泉
村
に
お
い
て
は
、
村
役
場
職
員
が
超
過
勤
務
命
令
に
よ
り
超
過
勤
務
を
行
つ
て
も
、
そ
の
手
当
の 

支
給
は
全
然
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

二 

又
現
在
ま
で
行
つ
て
来
た
超
過
勤
務
者
に
対
す
る
手
当
の
債
務
は
、
当
然
理
事
者
側
の
負
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、 

二 

新
潟
県
佐
渡
郡
相
川
町
に
お
い
て
は
、
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
町
議
会
は
町
財
政
の
貧
困
を
理
由
に
超
過 

勤
務
手
当
の
予
算
を
拒
否
し
て
い
る
。 

 

町
村
吏
員
の
超
過
勤
務
手
当
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
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三 

 



四 

右
の
如
き
事
実
は
、
た
だ
單
に
新
潟
県
の
二
町
役
場
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
全
国
の
町
村
に
お
い
て
半
ば
公
然
と 

行
わ
れ
て
い
る
。
町
村
吏
員
の
給
與
は
、
現
在
の
六
、
三
〇
七
円
ベ
ー
ス
よ
り
更
に
下
回
つ
た
も
の
で
あ
り
、
五
、
○
○
○

円
な
い
し
三
、
○
○
○
円
の
べ
ー
ス
で
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ
の
上
極
め
て
過
重
な
行
政
事
務
の
負
担 

を
負
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
超
過
勤
務
手
当
の
不
支
拂
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
政

府
の
い
う
高
能
率
、
高
賃
金
の
政
策
の
上
か
ら
も
許
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
又
労
働
者
の｢

働
け
る
賃
金｣

の
要
求
か
ら
も 

許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
こ
と
が
地
方
財
政
の
破
た
ん
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
見
て
、
政
府 

は
い
か
に
考
え
る
か
。 

、

三 

第
二
の
場
合
の
如
く
、
財
政
の
窮
迫
か
ら
議
会
が
そ
の
支
拂
を
否
決
し
た
場
合
、
現
状
の
地
方
財
政
の
情
況
か
ら
し
て
政

府
も
全
然
そ
の
責
な
し
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
又
町
議
会
全
体
が
不
当
労
働
行
為
を
行
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
如 

何
。 

如
何
。 

右
質
問
す
る
。 
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